
「第３次三重県手話施策推進計画」の取組状況

取組の成果と課題 令和８年度の取組予定

・テレビ放送により県が提
供する公報番組及び同番組
の動画配信（YouTube等）
において、引き続き、手話
通訳を行う必要がありま
す。

・テレビ放送により県が提
供する広報番組及び同番組
の動画配信（YouTube）に
おいて、手話を挿入して放
送・配信します。 総務部 広聴広報課

・定例会見にとどまらず、
臨時会見や緊急の呼びかけ
など知事会見を行う際は、
可能な限り手話通訳を配置
する必要があります。

・引き続き、知事定例記者
会見に手話通訳を配置しま
す。
・臨時的に行う知事会見等
にも、可能な限り手話通訳
を配置していきます。

総務部 広聴広報課

・引き続き、手話通訳を行
う体制を維持する必要があ
ります。

・県庁見学等来庁時の希望
者に対し、手話通訳者を配
置し、通訳を行う体制を維
持していきます。

総務部 広聴広報課

・引き続き、手話通訳を行
う体制を維持する必要があ
ります。

・みえ出前トークにおい
て、手話通訳による情報保
障の体制を維持していきま
す。

総務部 広聴広報課

・引き続き、手話通訳を行
う体制を維持する必要があ
ります。

・県のイベント・会議等に
おいて、手話通訳者を配置
し、通訳を行う体制を維持
していきます。 各部局共通

※障がい福祉
課で記載

⑥ 文化施設における情報保障の推進
県立文化施設において、筆談や資料提示、手
話研修の受講促進に取り組むとともに、手話
通訳の活用など、各施設の特性をふまえて、
ろう者に配慮した観覧環境の提供に努めま
す。

・知事定例記者会見に手話通訳を配置しました。
　知事定例記者会見における手話通訳　31件

③ 県庁見学における情報保障の確保
県庁見学において、手話通訳による情報保障
の確保に努めます。

文化振興課環境生活部

・県立文化施設職員の手話
通訳の活用等に取り組みま
した。
・引き続き、各施設の特性
をふまえた観覧環境の提供
や環境整備のための予算の
確保に努める必要がありま
す。

・筆談や資料提示、手話研
修の受講促進、手話通訳の
活用に取り組むとともに、
ろう者に配慮した観覧環境
の提供に努めます。

・県のイベント・会議等において、手話通訳者を配置し、通訳を行う体制を整
えました。
・県の全部局に対し、県が実施するイベント・会議等における手話通訳者配置
等の情報保障の確保について周知しました。イベント等における情報保障の確
保についての手引（手話通訳者及び要約筆記者の派遣に関する手引）を作成
し、全庁に公開することで、手話通訳者配置を働きかけました。

下記のとおり情報保障の推進を行いました。
・「筆談にて対応可」の案内を掲示（図書館、総合博物館、美術館、斎宮歴史
博物館、総合文化センター）

●手話通訳実施
＜美術館＞
・手話通訳＋要約筆記
  記念講演会「憧れのイスパニア：長崎県美術館のスペイン美術コレクショ
ンの形成と発展」（7/20・参加者60名）
・筆談鑑賞会（手話通訳）
筆談鑑賞会「みる＋かく＋よむ＝つながる」（9/22・参加者11名　9/23・参
加者10名）
<総合文化センター＞
・ファンファーレ事業「緒方恵美講演会」(5/11)
・三重のまなび講演会2024「リュウジ式至高の講演会－料理がおしえてくれ
たこと－」(4/28)
・みえアカデミックセミナー2024オープニング「知るを愉しむ」(7/7)
・フォーカスみえ 上野千鶴子講演会「ニキと私」(9/14)
・男女共同参画フォーラム～みえの男女（ひと）2025～(3/8)
・来館者への赤外線補聴援助装置の貸出、インフォメーション・チケットカウ
ンター・各事務室に簡易筆談器（ボード）を設置しました。

●その他
＜総合博物館＞
・企画展「標本」、「刀剣」の設置映像では音声に合わせ字幕を表示しまし
た。また博物館でインターネット公開している動画コンテンツについては字幕
を表示しました。館内の受付カウンター等では、筆談可能であることを掲示し
ています。非常時の観覧者の避難誘導において、危機・避難を視覚認識できる
文字ボードを用意し、避難訓練等を通して実践に備えました。
＜斎宮歴史博物館＞
・災害などの非常時に迅速かつ的確な案内誘導ができるよう、受付（インフォ
メーション）に、避難誘導用の説明ボードを新たに設置しました。
＜図書館＞
・閲覧室各カウンターに利用者と筆談できる電子メモパッド「ブギーボード」
及び「コミュニケーション支援ボード」を設置しました。
・ろう者と聴者が参加し交流できる手話によるおはなし会（8/8）を開催しま
した。
・災害などの非常時に迅速かつ的確な案内誘導ができるよう、閲覧室各カウン
ターに避難誘導用の文字ボードを新たに設置しました。

【第８条第１項】
県は、ろう者が県政に関する情報を円滑に取得
し、及び県に対してその意思を表示することがで
きるよう、情報通信技術の進展その他社会の諸情
勢の変化を考慮しつつ、手話による情報の発信等
に努めるものとする。

下記のとおり情報保障の推進を行いました。
・「筆談にて対応可」の案内を掲示（図書館、総合博物館、美術館、斎宮歴史
博物館、総合文化センター）

●手話通訳実施
＜総合博物館＞
・夏季企画展関連イベント「熊野歓心十界曼荼羅絵解き」（9/20）
　※対象者なしのため手話通訳は未実施となりました。
<総合文化センター＞
・三重のまなび講演会2025(5/10)
・みえアカデミックセミナー2025オープニング(7/5)
・プレリュード事業(10/13)
・男女共同参画フォーラム～みえの男女（ひと）2025秋～(11/29)
・来館者への赤外線補聴援助装置の貸出、インフォメーション・チケットカウ
ンター・各事務室に簡易筆談器（ボード）を設置しました。

●その他
＜総合博物館＞
・非常時の観覧者の避難誘導において、危機・避難を視覚認識できる文字ボー
ドを用意し、避難訓練等を通して実践に備えました。
＜美術館＞
・難聴者・中途失聴者団体（2団体・8人／7月26日）来館時に、ヒアリング
ループ、字幕付スライド等を使用したスライドレクチャー及び作品鑑賞を実施
しました。
＜斎宮歴史博物館＞
災害などの非常時に迅速かつ的確な案内誘導ができるよう、受付（インフォ
メーション）に、避難誘導用の説明ボードを設置しました。
＜図書館＞
・閲覧室各カウンターに利用者と筆談できる電子メモパッド「ブギーボード」
及び「コミュニケーション支援ボード」を設置しました。
・ろう者と聴者が参加し交流できる手話によるおはなし会（8/21）を開催し
ました。
・災害などの非常時に迅速かつ的確な案内誘導ができるよう、閲覧室各カウン
ターに避難誘導用の文字ボードを設置しました。

・テレビ放送により県が提供する情報番組「県政だより みえ」（15分／月１
回放映）、「よしお兄さんの"みえ"推し！」（5分／週1回放映）及び両番組
の録画配信（YouTube）において、手話を挿入して放映・配信しました。
　県政だより みえ　 12回
　よしお兄さんの"みえ"推し！　42回

・県庁見学等来庁時の希望者に対し、手話通訳者を配置し、通訳を行う体制を
維持しました。
　手話通訳者の利用件数　0件

④ みえ出前トークにおける情報保障の確保
みえ出前トークにおいて、手話通訳による情
報保障の確保に努めます。

・みえ出前トークにおいて、手話通訳による情報保障の体制を維持しました。
  手話通訳者の利用件数　0件

① 手話付きテレビ広報番組の制作・放映
テレビ放送により県が提供する広報番組及び
同番組の動画配信（YouTube等）において、手
話を挿入して放送・配信します。

・テレビ放送により県が提供する情報番組「県政だより みえ」（15分／月１
回放映）、「よしお兄さんのもっと"みえ"推し！」（5分／週1回放映）及び
両番組の録画配信（YouTube）において、手話を挿入して放映・配信しまし
た。
　県政だより みえ　 ８回
　よしお兄さんのもっと"みえ"推し！　28回

⑤ 県のイベント・会議等における情報保障の
確保
県が実施するイベントや会議、コマーシャル
等において、手話通訳による情報保障の確保
に努めます。

・県のイベント・会議等において、手話通訳者を配置し、通訳を行う体制を整
えました。
・県の全部局に対し、県が実施するイベント・会議等における手話通訳者配置
等の情報保障の確保について周知しました。イベント等における情報保障の確
保についての手引（手話通訳者及び要約筆記者の派遣に関する手引）を全庁に
公開することで、手話通訳者配置を働きかけています。

② 知事定例記者会見等における手話通訳の実
施
知事定例記者会見等において手話による通訳
を実施します。

・知事定例記者会見に手話通訳を配置しました。
・台風等に係る県民への呼びかけを行う際には、可能な限り手話通訳を配置し
ました。
　知事定例記者会見における手話通訳　47件

・県庁見学等来庁時の希望者に対し、手話通訳者を配置し、通訳を行う体制を
維持しました。
　手話通訳者の利用件数　0件

・みえ出前トークにおいて、手話通訳による情報保障の体制を維持しました。
  手話通訳者の利用件数　0件

県の責務
【条例第３条】

①　県は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、手話を使用しやすい環境の整備を推進し、手話を使用する上で障壁となるようなものの除去について必要かつ合理的な配慮を行うものとする。
②　県は、ろう者である観光旅客、滞在者及び来訪者が安心して観光地等を訪れることができるよう、観光地等において手話を使用しやすい環境の整備に努めるものとする。
③　県は、ろう者及び手話通訳者その他手話を使用することができる者（以下「手話通訳者等」という。）の協力を得て、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、基本理念に対する県民の理解を深めるものとする。

基本的施策
１

　情報の取得等におけるバリアフリー化等　【条例第８条】

条例が規定する内容 令和６年度～令和８年度の取組概要 令和７年度の取組状況（11月末時点）

施策の展開
（１）

県政情報の手話による発信等

令和６年度の取組実績 所属
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取組の成果と課題 令和８年度の取組予定

・引き続き、政見放送が実
施される選挙において、候
補者に対し手話通訳の付与
について働きかけを行うと
ともに、円滑な実施に努め
る必要があります。

・政見放送が実施される選
挙が執行される場合、候補
者に対し政見放送への手話
通訳の付与について働きか
けを行います。また、三重
県聴覚障害者協会及び政見
放送実施局と連携して、円
滑に収録・放送ができるよ
うに調整を図ります。

選挙管理委
員会

・引き続き、手話の利用を
含めたわかりやすい情報の
発信やユニバーサルデザイ
ンに配慮された、誰もが参
加しやすいイベントの開催
を進める必要があります。

・引き続き、県の新規採用
者研修等で「わかりやすい
情報の提供のためのガイド
ライン」や「ユニバーサル
デザインイベントマニュア
ル」等について周知や啓発
を図り、手話を含めたわか
りやすい情報の発信を促進
します。

子ども・福祉
部

家庭福祉・施
設整備課

・引き続き、手話付き映像
作品を拡充する必要があり
ます。

・手話付き映像作品の無料
貸出を行います。
・手話付き映像作品の製作
に取り組みます。
・聴覚障がいについての啓
発動画を制作します。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

取組の成果と課題 令和８年度の取組予定

・引き続き、三重県聴覚障
害者支援センターを拠点と
して、ろう者に対する支援
を実施する必要がありま
す。

・相談員を配置して、ろう者
からの相談に対応します。
・三重県などが実施する研
修へ積極的に参加し、相談
対応力の向上を図ります。
・関係機関や専門機関との
連携を図るとともに、専門知
識を有する相談員の登録を
呼びかけます。
・難聴・中途失聴者向け手
話教室を開催します。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

・遠隔手話通訳サービスな
どＩＣＴを活用した意思疎
通支援について、引き続き
啓発活動に努め、利用促進
を図る必要があります。

・引き続き、遠隔手話通訳
サービスなどＩＣＴを活用
した意思疎通支援について
利用促進を図ります。
・遠隔手話通訳サービスの
利用機会を拡大できない
か、サービス提供方法など
の検討を引き続き行いま
す。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

・引き続き、ろう者のため
の緊急通報手段及び利用方
法などについて周知を図る
必要があります。

・各種広報媒体、聴覚障害
者団体を通じた情報提供な
どによって、ろう者のため
の緊急通報手段及び利用方
法について周知を図りま
す。
・ろう者が交番等を訪問し
た際に勤務員が不在の場合
でも、警察署員と手話通訳
オペレータを通じたやりと
りができるよう、電話リ
レーサービスの手話リンク
(※)を導入します。
（※）一般財団法人日本財
団電話リレーサービスによ
る手話リンク

警察本部
通信指令課
地域課

（続き）

・手話付き映像作品の無料貸出を行いました。
　三重県聴覚障害者支援センター：103件
　聾学校：113件

・手話付き映像作品の製作に取り組みました。
　盲ろう当事者による手話動画：８本

令和６年度の取組実績 所属

・相談員を配置して、ろう者からの相談に対応しました。
　登録相談員数：10名
　相談件数：33件
・難聴・中途失聴者向け手話教室を毎月第１木曜日に開催しました。
　延べ参加者数：66名

・遠隔手話相談および遠隔手話通訳サービスについて、システム提供元が呼び
かける情報交換会に出席する等により、実施状況の検証や課題分析をしまし
た。
・遠隔手話通訳サービスの利用機会を拡大できないか、サービス提供方法など
の検討を行っています。
・遠隔手話通訳サービスなどＩＣＴ等を活用した意思疎通支援について、市町
への周知を行いました。また、市町や関係団体と連携・協力を得て説明会を実
施しました。
　説明会開催数：２回
　ID登録者数：89名
・遠隔手話相談および遠隔手話通訳サービスのアプリを使ったお試し接続の期
間を設ける等、利用促進に努めました。
　遠隔手話相談件数：１件
　遠隔手話通訳サービス件数：０件

・ろう者による警察への緊急通報手段である「ファックス１１０番」、「ウェ
ブ１１０番」、「１１０番アプリシステム」及び「電話リレーサービス」の利
用方法等について、三重県警察ウェブサイトへの掲載や、令和７年「１１０番
の日」の広報活動において各種広報媒体を活用し、情報発信を行いました。
・三重県立聾学校において、児童・生徒及び教職員を対象に「110番アプリシ
ステム」等の緊急通報手段、その利用方法について手話通訳を介して広報を行
うとともに、操作方法を実演して、同システムの浸透を図りました。
・三重県聴覚障害者協会が主催の「みみフェスティバル2024」に参加し、
「110番アプリシステム」等の緊急通報手段、その利用方法について手話通訳
を介して来場者に広報し、利用促進を図りました。

令和６年度～令和８年度の取組概要 令和７年度の取組状況（11月末時点）

施策の展開
（２）

・三重県聴覚障害者協会及び三重県聴覚障害者支援センターが主催の「みみ
フェスティバル2025」に参加し、「１１０番アプリシステム」等の緊急通報
手段、その利用方法について手話通訳を介して来場者に広報し、利用促進を図
りました。

・「わかりやすい情報の提供のためのガイドライン」や「ユニバーサルデザイ
ンイベントマニュアル」の活用が広がるよう、県の新規採用者研修や市町職員
向けの研修等において周知・啓発を図りました。

手話通訳者等の派遣、ろう者からの
相談に応じる拠点機能の確保・拡充
等

条例が規定する内容

・相談員を配置して、ろう者からの相談に対応しました。
　登録相談員数：10名
　相談件数：16件
・難聴・中途失聴者向け手話教室を毎月第１木曜日に開催しました。
　延べ参加者数：68名

② ろう者からの相談等に応じる拠点の機能拡
充に向けた検討
ろう者が地域で安心して暮らすことができる
よう、情報提供や相談支援等に応じる拠点機
能の拡充に向けた検討に取り組みます。
また、感染症の拡大防止や災害時における意
思疎通支援のツールとして提供を開始した遠
隔手話相談及び遠隔手話通訳サービスについ
て、手話通訳者等の確保が困難な遠隔地での
イベント開催時など、利用範囲を拡大するこ
とで利用を促進し、ろう者の情報アクセシビ
リティの向上を促進します。
さらに、遠隔手話相談、遠隔手話通訳サービ
ス及び電話リレーサービスを含めたＩＣＴ等
を活用した意思疎通支援について、周知を図
ります。

⑦ 選挙における情報保障の推進
政見放送が実施される選挙が執行される場
合、手話通訳の付与が可能な制度の周知を図
るとともに、円滑な実施に努めます。

【第８条第２項】
県は、ろう者が日常生活において、手話により情
報を取得し、その意思を表示し、及び他人との意
思疎通を図ることができるようにするため、手話
通訳者等の派遣及びろう者からの相談に応じる拠
点の機能の確保及び拡充等を行うよう努めるもの
とする。

所属

・手話付き映像作品の無料貸出を行いました。
　三重県聴覚障害者支援センター：41件
　聾学校：106件

⑧ 「わかりやすい情報の提供のためのガイド
ライン」や「ユニバーサルデザインイベント
マニュアル」に基づく情報保障の推進
誰もが必要な情報を入手できるよう、県が作
成した「わかりやすい情報の提供のためのガ
イドライン」に沿って手話を含めたわかりや
すい情報発信を進めます。また、「ユニバー
サルデザインイベントマニュアル」を活用
し、会場の設営や運営について、手話の利用
を含めたユニバーサルデザインに配慮され
た、誰もが参加しやすいイベントの開催を進
めます。

・「わかりやすい情報の提供のためのガイドライン」や「ユニバーサルデザイ
ンイベントマニュアル」の活用が広がるよう、県の新規採用者研修や市町職員
向けの研修等において周知・啓発を図りました。

⑨ 手話付き映像作品の拡充・貸出
ろう者が様々な情報を入手できるよう、三重
県聴覚障害者支援センターにおいて、手話付
き映像作品を拡充するとともに無料貸出を行
います。

① 三重県聴覚障害者支援センターによる支援
の実施
手話通訳者等の派遣や、ろう者からの相談に
応じるなど、三重県聴覚障害者支援センター
を拠点として、ろう者に対する支援を実施し
ます。

・令和７年７月20日執行の参議院議員通常選挙及び令和７年９月７日執行の
三重県知事選挙の立候補予定者説明会で三重県聴覚障害者協会と連携して、政
見放送へ手話通訳を付すことを促しました。

令和６年度～令和８年度の取組概要 令和６年度の取組実績 令和７年度の取組状況（11月末時点）

③ ろう者による警察への緊急通報手段の周知
及び職員に対する電話リレーサービスの啓発
ろう者による警察への緊急通報の手段として
「ファックス110番」、「ウェブ110番」、
「110番アプリシステム」及び「電話リレー
サービス」があることを、１月10日の「110番
の日」の広報のほか、県警ホームページへの
掲載、聴覚障がい者団体を通じた情報提供に
より、周知を図ります。
また、電話リレーサービスを利用した緊急通
報に適切に対応するため、県警職員に対する
周知の徹底を図ります。

・遠隔手話相談および遠隔手話通訳サービスについて、システム提供元が呼び
かける情報交換会に出席する等により、実施状況の検証や課題分析をしまし
た。
・遠隔手話通訳サービスの利用機会を拡大できないか、サービス提供方法など
の検討を行っています。
・遠隔手話通訳サービスなどＩＣＴ等を活用した意思疎通支援について、説明
会を実施しました。
　説明会開催数：１回
　ID登録者数：91名

条例が規定する内容

・令和６年10月27日執行の衆議院議員総選挙の立候補予定者説明会で三重県
聴覚障害者協会と連携して、政見放送へ手話通訳を付すことを促しました。
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取組の成果と課題 令和８年度の取組予定

・福祉避難所は全29市町に
確保されており、少しずつ
増えてきていますが、不足
している市町もあるため継
続して働きかけを行う必要
があります。
・発災時において円滑に福
祉避難所を開設・運営でき
るよう、引き続き運営マ
ニュアルの策定の促進に取
り組む必要があります。

・引き続き、福祉避難所の
確保促進及び、運営マニュ
アルの策定促進に向け、市
町に働きかけます。

子ども・福祉
部

子ども・福祉
総務課

・市町との連携を密にし、
発災時に備えた対応を検討
する必要があります。
・三重県ＤＷＡＴにおける
聴覚障がい者団体の役割に
ついて検討を行う必要があ
ります。

・協定締結市町と連携し、
要支援者名簿の更新等を進
めます。
・市町との連携のあり方
や、三重県ＤＷＡＴにおけ
る聴覚障がい者団体の役割
について、検討を進めま
す。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

・サポーター研修を実施し
た結果、新規の登録申込が
ありました。
・登録者の更新をする必要
があります。

・聴覚障がい者災害支援サ
ポーター研修を開催し、登
録を推進します。
・市町等に聴覚障がい者災
害支援サポーターを派遣
し、災害時における聴覚障
がい者への支援について啓
発します。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

所属

・市町担当者会議や市町担当者へのヒアリングにおいて、福祉避難所の確保促
進に向けての働きかけを行いました。
・福祉避難所の設置・運営に関する実務研修を開催し、発災時において円滑に
福祉避難所を開設・運営できるよう、運営マニュアルの策定の促進に取り組み
ました。

令和６年度～令和８年度の取組概要 令和７年度の取組状況（11月末時点）令和６年度の取組実績

【第８条第３項】
県は、災害その他非常の事態において、ろう者が
手話により安全を確保するため必要な情報を速や
かに取得し、円滑に他人との意思疎通を図ること
ができるよう、市町その他の関係機関との連携等
をはじめとする必要な措置を講ずるよう努めるも
のとする。

① 福祉避難所の確保促進
災害時等において、ろう者の手話等による情
報・コミュニケーションを支援できるよう、
市町に対し、一般避難所でのろう者への支援
に関する検討・準備のほか、福祉避難所の指
定や福祉避難所に係る社会福祉施設等との協
定締結を働きかけます。

・市町担当者会議において、福祉避難所の確保促進に向けての働きかけを行い
ました。
・福祉避難所の設置・運営に関する実務研修を開催し、発災時において円滑に
福祉避難所を開設・運営できるよう、運営マニュアルの策定の促進に取り組み
ました。

② 災害に備えた聴覚障がい者の支援体制の検
討
市町との「災害時における聴覚障がい者の支
援に関する協定」に基づく連携のあり方や、
三重県災害派遣福祉チーム（三重県ＤＷＡ
Ｔ）における聴覚障がい者団体の役割につい
て、検討を進めます。

・協定締結市町と連携し、要支援者名簿の更新等を進めています。

③ 聴覚障がい者災害支援サポーターの登録推
進
災害発生時において、要支援聴覚障がい者へ
の情報提供や意思疎通支援などを適切に行え
るよう、聴覚障がい者団体及び防災関係機関
の協力を得ながら、手話が可能な聴覚障がい
者災害支援サポーターの登録を推進します。

・聴覚障がい者災害支援サポーター研修を開催しました。
　参加者数：35名
　災害支援サポーター：132名

条例が規定する内容

・協定締結市町と連携し、要支援者名簿の更新等を進めました。
・三重県聴覚障害者協会が協力施設として加入している、「三重県災害派遣福
祉チーム（三重県ＤＷＡＴ）」研修に、ＤＷＡＴ登録員（災害支援サポー
ター、三重県聴覚障害者支援センター職員）が参加しました。
・市町との連携のあり方について、協定締結市町との意見交換を行いました。

・聴覚障がい者災害支援サポーター研修を開催しました。
　参加者数：66名
　災害支援サポーター：134名

施策の展開
（３）

災害時等における手話による情報取
得等のための措置
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取組の成果と課題 令和８年度の取組予定

・引き続き市町や企業・団
体等からの要請に基づき、
手話通訳者等の派遣を行う
必要があります。

・市町や企業、団体等から
の派遣要請に応じて、手話
通訳者等を派遣します。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

・登録手話通訳者を確保す
るため、手話通訳者養成講
座を引き続き実施する必要
があります。

・津会場のほか、県内他地
域での開催が可能かどうか
検討のうえ、引き続き２
コース開催します。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

・計画していた試験対策学
習会をすべて実施すること
ができました。

・令和７年度の試験結果や
傾向を踏まえ、学習会の内
容について検討・実施しま
す。
・引き続き、手話通訳者全
国統一試験の合格者を対象
に意見交換会などを実施し
ます。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

・手話通訳者の技術向上に
引き続き取り組む必要があ
ります。
・養成担当講師のスキル
アップを図る必要がありま
す。

・手話通訳者スキルアップ
研修の実施や養成担当講師
連続講座の受講推奨などに
より、人材育成を推進しま
す。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

・遠隔手話サービスについ
て、利用機会の拡大に向け
て引き続き周知を行う必要
があります。

・引き続き、遠隔手話サー
ビスの周知を行います。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

・県が策定したスキルアッ
プ講座カリキュラムに沿っ
て講座を実施しているの
は、１市のみにとどまって
います。
・新テキストを使用した指
導者講習会を２回実施しま
した。１月～３月に、あと
３回予定しています。
・講師の高齢化が進んでい
ることから、新たな講師の
養成が必要です。

・引き続き市町の事業委託
を受け、手話奉仕員養成講
座及びスキルアップ講座を
実施します。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

条例が規定する内容 令和６年度～令和８年度の取組概要 令和７年度の取組状況（11月末時点）

基本的施策
２

　手話通訳を行う人材の育成等　【条例第９条】

令和６年度の取組実績

⑤ 市町における手話通訳者設置に向けた取組
の支援
ろう者が、行政手続や生活に関する相談をよ
り円滑に行えるようにするため、県内市町に
おける手話通訳者の設置状況を情報提供する
ことにより、手話通訳者が未設置の市町に対
し、設置に向けた働きかけを行います。ま
た、設置が困難な場合に補完的な役割を担う
遠隔手話通訳サービスについて、併せて周知
を図ります。

・遠隔手話通訳サービスの利用機会を拡大できないか、サービス提供方法など
の検討を行った上で、市町への周知を図ります。

施策の展開
（１）

手話通訳者等及びその指導者の育
成、手話通訳者等の派遣等の体制の
整備・拡充

① 手話通訳者等の派遣事業の実施
三重県聴覚障害者支援センターにおいて、市
町や障がい当事者団体等からの派遣要請に応
じて、手話通訳者等を派遣します。
なお、派遣にあたっては、より良い手話通訳
環境の実現のため、手話通訳者の役割や手話
通訳者の抱える健康問題などについて、要請
のあった団体等への周知に努めます。

・市町や企業、団体等からの派遣要請に応じて、手話通訳者等の派遣を行いま
した。
　派遣時間数：2,034、75時間　（９月末時点）

・県が実施するイベント等における情報保障の確保についての手引（手話通訳
者及び要約筆記者の派遣に関する手引）の中で、健康問題に関する内容を記載
することで、派遣を希望する所属に対し周知を図っています。

② 手話通訳者の人材育成の推進
ろう者と聞こえる人との意思疎通を行う手話
通訳者の育成を推進するため、手話通訳者養
成講座を開催します。なお、受講者の募集の
際には、県内の大学等で手話の授業を受講し
ている学生や、手話サークル団体への広報等
により、特に若年層の手話通訳者の確保に努
めます。また、近い将来の担い手不足解消の
ため、手話通訳者の待遇改善を図り、ろう者
の情報保障を担う専門職としての魅力のさら
なる向上に努めます。

・津会場にて１コースの手話通訳者養成講座（受講期間２年間）を開催してい
ます。伊勢会場にて、昨年度から継続の1コースを開催し修了しました。
　25期生：10名修了
　26期生：10名受講中
　手話通訳者全国統一試験：受験者30名（試験は12月実施）

③ 手話通訳者全国統一試験対策学習会の実施
登録手話通訳者の確保を推進するため、手話
通訳者養成講座の修了者を対象に、手話通訳
者全国統一試験の対策学習会を実施します。
また、手話通訳者全国統一試験の合格者を対
象に、手話通訳者同士の交流会や新任者説明
会を開催することで、手話通訳者の確保につ
なげます。

⑥ 市町等への手話関係情報の提供等
手話奉仕員養成講座を未実施の市町に実施に
向けて働きかけを行います。また、市町が実
施する手話奉仕員養成講座の修了者につい
て、手話の知識及び技術の向上を図り、手話
通訳者養成への着実なステップアップとなる
よう、県が策定した手話奉仕員スキルアップ
講座カリキュラムが、市町で活用されるよう
働きかけを行います。加えて、手話を学ぶ人
が、手話によるコミュニケーション能力を確
認し、活動の目安として活用できるよう、全
国手話検定試験に関する情報について、市町
等に周知を行います。

・６市２町より、引き続き、手話奉仕員養成事業の委託を受け、事業運営を
行っています。また、３市からは、スキルアップ講座についても委託を受け実
施しています。（受託団体：三重県聴覚障害者協会）
・手話奉仕員養成講座未実施の市より開催に向けての相談があり、今後の開催
に向け指導者講習会の委託を受け、講師養成を行っています。これまで受託し
ていた市においても、新たな講師候補者を迎え、進めています。

・試験対策学習会を４回実施し、延べ26名の申込がありました。
・第１回及び第２回手話通訳者現任研修の開催にあわせて、登録３年未満の方
を対象に意見交換会（懇談会）を行いました。

【第９条】
県は、手話通訳者等及びその指導者の育成に努
め、市町その他手話通訳事業を行う者と連携し
て、ろう者が手話通訳者等の派遣等による意思疎
通支援を適切に受けることができる体制の整備及
び拡充に努めるものとする。

・６市２町より手話奉仕員養成事業の委託を受け、事業運営を行いました。ま
た、３市より委託を受け、スキルアップ講座を実施しました。（受託団体：三
重県聴覚障害者協会）
・手話奉仕員指導者を対象に、新テキストを使った指導者講習会を５回実施し
ました。
・手話奉仕員スキルアップ講座カリキュラムの活用について市町に働きかけを
行うとともに、市町に全国手話検定試験など手話に関係する情報の提供を行い
ました。
・９月に手話検定試験セミナーを実施し試験当日に向けての対策を、10月に
５～２級の試験を実施しました。高等学校でも同様に実施しました。

・県内市町の手話通訳者の設置状況を調査し、結果を市町に情報提供すること
で、手話通訳者未設置の市町に対し、設置に向けた働きかけを行いました。ま
た、設置が困難な場合に補完的な役割を担う遠隔手話通訳サービスについて、
併せて周知を図りました。

・手話通訳者現任研修を３回実施しました。
　第１回　33名
　第２回　29名
　第３回　31名

・全国手話研修センターが実施する指導者養成研修会の情報を現任講師に案内
し、受講を促しました。

・津会場および伊勢会場にて各１コースの手話通訳者養成講座（受講期間２年
間）を開催しました。
　24期生：８名修了
　25期生：10名受講中
　手話通訳者全国統一試験：受験者32名

・手話通訳者の待遇改善の一つとして、手話通訳者等の派遣における報償費に
関する規定を改正し、令和７年度以降の派遣にかかる報償費を2,000円/時間
（500円増）に改定しました。

・市町や企業、団体等からの派遣要請に応じて、手話通訳者等の派遣を行いま
した。
　派遣時間数：2,924.25時間

・県が実施するイベント等における情報保障の確保についての手引（手話通訳
者及び要約筆記者の派遣に関する手引）を作成し、その中で健康問題に関する
内容を記載することで、派遣を希望する所属に対し周知を図りました。

・試験対策学習会を７回実施し、延べ52名の申込がありました。
・第１回手話通訳者現任研修の開催にあわせて、登録３年未満の方を対象に意
見交換会を行いました。

所属

④ 手話通訳者の技術向上及び指導者の人材育
成推進
手話通訳の専門化や多様化に対応するため、
手話通訳者スキルアップ研修を実施します。
また、指導者養成研修会の受講を促進し、手
話通訳者養成講座を担当する指導者の人材育
成を進めます。

・手話通訳者現任研修（年３回）について、２回実施しました。
　第１回　32名
　第２回　36名

・全国手話研修センターが実施する指導者養成研修会（手話通訳Ⅰ）を２名が
受講中です。
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取組の成果と課題 令和８年度の取組予定

・ホームページでの情報発
信に加え、ＬＩＮＥによる
情報発信ができました。登
録者数が増加しました。

・引き続き、県や三重県聴
覚障害者支援センターの
ホームページにおいて、手
話に関する情報発信に取り
組みます。
・よりホームページを見て
もらえるよう、内容の拡充
やＰＲに取り組みます。
・ＬＩＮＥでの情報発信を
積極的に行います。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

・特に若い人に対して、手
話の普及啓発を進める必要
があります。

・引き続き「できるカモ
ん」を活用した啓発資材
（チラシ・クリアファイル
等）を用いて、手話の普及
啓発に取り組みます。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

・動画作成によって、広く
啓発を行うことができまし
た。
・イベント等を活用して手
話の普及啓発を行う必要が
あります。

・ろう者の理解や手話への
興味を持ってもらうための
啓発動画を作成します。
・引き続き、県民と県内の
聴覚障がい者団体等が交流
できる機会づくりを目的
に、「センターまつり」を
開催します。開催の際に
は、多くの県民が利用する
施設で開催することによ
り、効果的な普及推進を図
ります。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

・引き続き、幅広い方を対
象に手話講座を開催する必
要があります。
・県立図書館にて「手話の
おはなし会」を開催したこ
とにより、県内各地から親
子の参加がありました（実
施：三重県聴覚障害者協
会）。

・引き続き、県民向け手話
講座を開催します。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

・県民が手話を学ぶことが
できるよう、手話サークル
団体等の情報提供を行う必
要があります。

・手話サークル団体の交流
促進等を図ります。
・県民が手話を学ぶことが
できるよう、手話サークル
団体についての情報提供を
ホームページ等で行いま
す。

子ども・福祉
部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

基本的施策
３

　手話の普及等　【条例第１０条】

条例が規定する内容 令和６年度～令和８年度の取組概要 令和７年度の取組状況（11月末時点）

・聴覚障がいへの理解や手話への興味を持ってもらうための啓発動画を作成
し、三重県聴覚障害者支援センターのホームページに公開しました。
　啓発動画：８件
・９月23日、三重県総合文化センター内で実施した手話まつりにおいて、セ
ンターの啓発、周知を行いました。
・県民と県内の聴覚障がい者団体等が交流できる機会づくりを目的に、10月
26日に鈴鹿ハンターにおいて「センターまつり」を開催しました。

④ 県民向け手話講座の開催
聞こえる人が手話に関心を持ち、ろう者と簡
単な手話によるコミュニケーションができる
よう、県民向け手話講座の開催回数を増やす
など、拡充に努めます。

・幅広い方に手話に関心を持ってもらえるよう、県民向け手話講座と学生向け
手話講座を計15回実施しました。［社協1回、市民活動センター１回、小学校
8回、中学校１回、高校3回、企業1回］

⑤ 手話サークル団体の情報提供等
地域で活動する手話サークル団体の交流促進
や情報交換を図るとともに、県民が手話を学
ぶことができるよう、手話サークル団体に係
る情報提供を行います。

・県民が手話を学ぶことができるよう、手話サークル団体についての情報提供
を三重県聴覚障害者支援センターのホームページ等で行っています。

施策の展開
（１）

県民が手話を学習する機会の確保等

【第１０条第１項】
県は、市町その他の関係機関、ろう者及び手話通
訳者等と協力して、県民が手話を学習する機会の
確保等に努めるものとする。

・県や三重県聴覚障害者支援センターのホームページに手話に関する情報を掲
載しています。
・県や三重県聴覚障害者支援センターのホームページに簡単な手話単語の動画
を掲載しています。
・ホームページに加え、ＬＩＮＥの活用を開始し、タイムリーな情報発信に努
めています。

② 手話パンフレット等による普及啓発
手話パンフレットなどを活用して、手話の普
及啓発を進めます。特に、次代を担う子ども
たちに興味を持ってもらうため、イラストや
三重県聴覚障害者協会マスコットキャラク
ター「できるカモん」等を活用した、親しみ
やすく効果的な手話の普及啓発に取り組みま
す。

・「できるカモん」等を活用したチラシやクリアファイルを市町等に提供し、
手話啓発を支援しています。
・県が開催する手話講座だけでなく、手話の授業を行っている高校や手話サー
クル団体の活動など、様々な機会を活用して手話パンフレットやクリアファイ
ルを配布し、手話の普及を図っています。

③ イベント等を活用した手話の普及啓発
次代を担う子どもたちに手話に興味を持って
もらうため、関係団体や市町等と連携し、多
くの人が集まる場など様々なイベント等を活
用して、条例についての理解促進や手話の普
及促進を図ります。

・県や三重県聴覚障害者支援センターのホームページに手話に関する情報を掲
載しました。
・県や三重県聴覚障害者支援センターのホームページに簡単な手話単語の動画
を掲載しています。
・ホームページに加え、ＬＩＮＥの活用を開始し、タイムリーな情報発信に努
めました。

・「できるカモん」等を活用したチラシやクリアファイルを市町等に提供し、
手話啓発を支援しました。
・県が開催する手話講座だけでなく、三重県新規採用職員研修や手話サークル
団体の活動など、様々な機会を活用して手話パンフレットやクリアファイルを
配布した結果、例年より多くの箇所で配布し、手話の普及を図ることができま
した。

・聴覚障がいへの理解や手話への興味を持ってもらうための啓発動画を作成
し、三重県聴覚障害者支援センターのホームページに公開しました。
　啓発動画：３件
・家庭福祉・施設整備課と連携し、６月１日に大型商業施設で開催した県主催
イベント「とこまると遊ぼう！ユニバーサルデザインと合理的配慮」におい
て、手話体験コーナーを設け、手話の普及促進を図りました。
・県民と県内の聴覚障がい者団体等が交流できる機会づくりを目的に、11月
10日に四日市市中央緑地公園において「センターまつり」を開催しました。

・幅広い方に手話に関心を持ってもらえるよう、県民向け手話講座と学生向け
手話講座を計20回実施しました。［社協３回、公民館１回、県総合文化セン
ター１回、津地方裁判所１回、小学校５回、中学校２回、高校３回、放課後児
童クラブ１回、ボランティア団体１回、企業２回］

・県民が手話を学ぶことができるよう、手話サークル団体についての情報提供
を三重県聴覚障害者支援センターのホームページ等で行いました。

① 県ホームページやＳＮＳを通じた手話に関す
る情報等の掲載
条例の理解促進及び手話の普及を図るため、
県や三重県聴覚障害者支援センターのホーム
ページやＳＮＳを通じて、条例の概要や手話
に関する情報を発信するとともに、県民が一
人でも多く手話に触れ、一緒に手を動かして
手話を学べるよう、県ホームページに簡単な
手話動画を掲載します。

令和６年度の取組実績 所属
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取組の成果と課題 令和８年度の取組予定

・引き続き、県職員及び市
町職員に対する手話研修を
実施する必要があります。

・県職員及び市町職員に対
する手話研修を５回実施し
ます。研修は、手話通訳者
及びろう者が講師となり、
参加者が、手話を身近に感
じられる内容とします。 子ども・福祉

部

障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

・オンデマンド型研修
（ネットＤＥ研修）では、
43人の受講がありました。
・研修教材の情報が古く
なっているので、更新する
必要があります。
・オンデマンド型研修
（ネットＤＥ研修）につい
て、様々な機会を通して、
周知したり、受講を推奨し
たりするなど、引き続き受
講の促進に努める必要があ
ります。

・年度当初の県内関係機関
（学校も含む）に、オンデ
マンド型研修講座（ネット
ＤＥ研修）を紹介するため
に、三重県総合教育セン
ターＷｅｂページの研修一
覧で本講座の情報を掲載し
ます。特別支援教育に係る
講座においては、本講座の
受講を推奨したり、悉皆研
修等集合研修の機会に講座
案内のチラシを配付したり
するなど、引き続き受講の
促進に努めます。

教育委員会 研修推進課

取組の成果と課題 令和８年度の取組予定

・手話教室等による体験学
習や、国語科や音楽科など
で手話を題材にした学習を
するなど、各学校や各市町
において、児童生徒が手話
を学ぶ様々な取組が進めら
れています。
・特定の機会に学習するだ
けでなく、発達段階に応じ
た学習を年間計画に位置付
けたり、普段の生活から手
話に親しむ場を設定したり
する必要があります。
・各学校や各市町における
好事例等、引き続き情報提
供する必要があります。

・小中学校において、総合
的な学習の時間等を活用し
て、手話について学習する
機会を含めた福祉教育が進
められるよう、各市町等教
育委員会の指導主事等を対
象とした会議等で情報提供
し、啓発に努めます。

教育委員会
小中学校教育
課

・引き続き、学校設定科目
を開設し、手話に関する授
業を実施できるようにする
必要があります。

・県立高等学校９校で、学
校設定科目として、手話に
関する授業を実施します。
・文化祭や地域のイベント
等で授業で学んだ手話を披
露したりするなど、手話の
普及に取り組みます。

教育委員会 高校教育課

・対面による交流及び共同
学習を実施しました。
・引き続き、幼児児童生徒
が手話に接する機会を作
り、手話についての理解啓
発を図る必要があります。

・聾学校において小中学校
等との交流及び共同学習を
計画的、組織的に進めま
す。
・交流及び共同学習におい
て、小中学校等の幼児児童
生徒が手話に接する機会を
作り、手話についての理解
啓発を図ります。

教育委員会
特別支援教育
課

所属

・小中学校において、総合的な学習の時間等を活用し、外部講師による手話で
のコミュニケーション学習、学習発表会・音楽発表会での手話歌披露といった
取組を実施しました。これらの取組を通じて、児童生徒は手話について理解を
深めました。また、地域のこども園などでも手話歌を披露し、交流を深めまし
た。

・県立高等学校９校で、学校設定科目として、手話に関する授業を実施してい
ます。
・手話を学ぶ県立高等学校の中では、文化祭や地域のイベント等で手話を披露
するなど、手話の普及に取り組んでいます。

・学校間交流を、幼稚部４回、小学部８回、中学部６回、高等部２回、寄宿舎
２回（オンラインによる交流を含む）実施し、手話についての理解啓発を図り
ました。

・学校間交流を、幼稚部４回、小学部４回、中学部５回、高等部２回、寄宿舎
２回（オンラインによる交流を含む）実施し、手話についての理解啓発を図り
ました。また、学校間交流とは別に、聾学校の教職員が希望のあった小学校総
合的な学習の時間に、手話の理解啓発として出前授業を２回（２校）行いまし
た。

【第１０条第３項】
県は、手話に関する学習が共生社会についての理
解の増進に資することを踏まえ、幼児、児童、生
徒及び学生が手話を学習する取組を促進するよう
努めるものとする。

条例が規定する内容 令和６年度～令和８年度の取組概要 令和７年度の取組状況（11月末時点）

条例が規定する内容 令和６年度～令和８年度の取組概要 令和７年度の取組状況（11月末時点）

施策の展開
（３）

幼児、児童、生徒及び学生に対する手
話学習の取組促進

施策の展開
（２）

県職員及び市町職員に対する手話研
修等の実施

【第１０条第２項】
県は、その職員が基本理念を理解し、手話を学習
する取組を推進するため、手話に関する研修等を
行うものとする。

令和６年度の取組実績

・県職員及び市町職員に対する手話研修を５回（内、オンライン併用１回）実
施し、56人が受講しました。

・県内関係機関（学校も含む）にオンデマンド型研修（ネットＤＥ研修）を紹
介するため、三重県総合教育センターＷｅｂページの研修一覧に本講座の情報
を掲載するとともに、案内を配付しました。また、特別支援教育に係る講座に
おいて、本講座の受講を案内しました。
・オンデマンド型研修（ネットＤＥ研修）では、本年度68人の受講がありま
した。

令和６年度の取組実績

・小中学校において、総合的な学習の時間等を活用し、手話について学習する
機会を含めた、福祉教育の理解を深める体験学習に取り組んでいます。

① 手話を学ぶ取組の実施
小中学校において、総合的な学習の時間等を
活用し、児童生徒の手話による合唱や演劇、
地域の方から手話を学ぶ取組等を実施するこ
とにより、児童生徒が手話について理解する
機会を確保するよう働きかけます。

② 手話に関する授業や活動する機会の充実
高等学校において、学校の実態や生徒の特性
等に応じて、学校設定科目等により手話に関
する授業を実施します。

・県立高等学校９校で、学校設定科目として、手話に関する授業を実施してい
ます。
・手話を学ぶ県立高等学校の中では、文化祭や地域のイベント等で手話を披露
するなど、手話の普及に取り組んでいます。

③ 手話についての理解啓発の促進
聾学校において、幼稚園・小中学校・高等学
校との交流及び共同学習を進める際には、手
話の普及促進に係るリーフレット等を活用
し、手話についての理解啓発を図ります。

① 県職員及び市町職員に対する研修の実施
県及び市町の機関において、基本的な手話に
より、ろう者とコミュニケーションを図るこ
とができるよう、県職員に対する手話研修を
実施するとともに、市町に対する支援とし
て、市町職員向け手話研修を実施します。

・県職員及び市町職員に対する手話研修を５回（内、オンライン併用１回）実
施し、40人が受講しました。
・三重県新規採用職員研修にて、手話研修を実施しました。

② 教職員に対するインターネットを活用した
研修講座の受講促進
手話やろう者への理解を深め、手話を学ぶ取
組を推進するため、県内の教職員に対するオ
ンデマンド型研修（ネットＤＥ研修）「手話
入門～コミュニケーションをとるために～」
の受講促進に努めます。

・県内関係機関（学校も含む）にオンデマンド型研修（ネットＤＥ研修）を紹
介するため、三重県総合教育センターＷｅｂページの研修一覧に本講座の情報
を掲載するとともに、案内を配付しました。また、特別支援教育に係る講座に
おいて、本講座の受講を案内しました。
・オンデマンド型研修（ネットＤＥ研修）では、本年度43人（11月末時点）
の受講がありました。
・令和７年度中に研修教材の更新を行う予定です。

所属
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・障がい者の人権に係る問
題の解決に向けた学習を進
めるため、人権学習指導資
料の活用を促進しました。
また、「三重県手話言語条
例」をふまえて、各教科の
教材や内容に関連づけて、
手話についての学習を進め
るよう、働きかけていま
す。
・年度末に、障がい者の人
権や、手話に関する学習の
実施状況を把握し、今後の
取組につなげていきます。

・子どもの発達段階に応
じ、障がい者の人権に係る
問題を解決するための学習
が系統的に行われるよう、
各学校が作成している人権
教育カリキュラムの改善と
人権学習指導資料の活用を
促進します。
・各教科の教材や内容に関
連づけて、手話についての
学習を進めるよう、働きか
けていきます。

教育委員会 人権教育課

・引き続き、学校出前授業
を実施し、次代を担う子ど
もたちにユニバーサルデザ
インの考え方の浸透を図
り、手話を使用しやすい環
境づくりを進める必要があ
ります。
・引き続き、学校を対象と
する手話講座を開催し、子
どもたちが手話を学ぶ機会
の確保を図る必要がありま
す。

・引き続き、学校出前授業
を実施し、次代を担う子ど
もたちにユニバーサルデザ
インの考え方の浸透を図
り、手話を使用しやすい環
境づくりを進めます。
・引き続き、県民手話講座
において、学校を対象とす
る手話講座を開催します。

子ども・福祉
部

家庭福祉・施
設整備課
障がい福祉課
（聴覚障害者
支援セン
ター）

・障がい者の人権に係る問題に対する取組を進めるため、教職員を対象に人権
学習指導資料の活用講座を行いました。講座の中では「三重県手話言語条例」
の基本的施策において子どもに対する手話学習の取組の促進が提起されている
ことにもふれながら研修を行い、26人の教職員が参加しました。

（続き） ④ 人権学習指導資料の活用
手話に関する内容を掲載している人権学習指
導資料（県教育委員会作成）の教材活用を各
学校に働きかけます。また、様々な教科学習
においても、手話に関する内容の学習に取り
組むよう、各学校に働きかけます。

・人権教育推進委員会等代表者を対象とする研修会や、人権教育課の指導主事
が指導助言を行う研修会等において、手話に関する内容を掲載している人権学
習指導資料を紹介し、教材活用を各学校に働きかけています。
・初任者ハンドブックのＷｅｂ資料の中に人権学習指導資料の紹介ページを設
け、活用の促進を図っています。

⑤ 学校出前授業及び子ども手話教室等の開催
「ユニバーサルデザインのまちづくり学校出
前授業」において、ろう者をはじめ聴覚障が
い者と話す方法等についての授業を実施し、
次代を担う子どもたちにユニバーサルデザイ
ンの考え方の浸透を図り、手話を使用しやす
い環境づくりを推進します。
また、子ども手話教室等を開催し、子どもた
ちが手話を学ぶ機会の確保を図ります。

・「ユニバーサルデザインのまちづくり学校出前授業」を22回開催しました
（令和7年11月末時点）。
・県民手話講座において、小学校８校、中学校１校、高校３校で手話講座を開
催しました。また、三重県聴覚障害者協会が県立図書館において「手話のおは
なし会」を実施し、子ども８人を含む14人の参加がありました。

・「ユニバーサルデザインのまちづくり学校出前授業」を33回開催しまし
た。
・県民手話講座において、小学校５校、中学校２校、高校３校で手話講座を開
催しました。また、県立図書館において「手話のおはなし会」を実施し、子ど
も22人を含む35人の参加がありました。
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取組の成果と課題 令和８年度の取組予定

・学校生活全般を通して、
手話の学習及び手話による
学習に取り組みました。引
き続き、幼児期から手話の
教育を受けることができる
環境を整備する必要があり
ます。
・聾学校においてオンライ
ン教材を活用する際には手
話等の情報保障に取り組む
必要があります。

・聾学校に在籍するろう児
が、手話により、様々な学
びや体験ができるよう、自
立活動の時間における指導
をはじめ、学校生活全般を
通した手話の獲得、手話の
学習及び手話による学習に
取り組みます。
・聾学校においてオンライ
ンによる授業等を実施する
際には手話等の情報保障に
取り組みます。

教育委員会
特別支援教育
課

・手話研修会では、学校教
育や日常会話に用いる手話
を中心とした内容を実施
し、教職員の手話に関する
知識や技術の向上を図りま
した。引き続き、教職員を
対象とした手話研修を実施
する必要があります。

・聾学校において、聾学校
教職員の手話に関する知識
や技術の向上を図るため、
校内研修会を実施します。
・聾学校以外の教職員が参
加できるよう、夏季研修会
や公開講座について、計画
的に実施します。

教育委員会
特別支援教育
課

取組の成果と課題 令和８年度の取組予定

・保護者を対象とした手話
講習会では、より参加しや
すい形式として内容を初
級・中級に分けて実施する
ことで、保護者の手話に関
する学習の機会を確保しま
した。引き続き、保護者へ
の手話に関する相談及び支
援とともに講習会を実施す
る必要があります。

・聾学校に在籍するろう児
の保護者に対して、手話に
関する学習の機会を確保す
るため、保護者を対象とし
た手話講習会を実施すると
ともに、内容の充実を図り
ます。
・保護者への手話に関する
相談及び支援を実施しま
す。

教育委員会
特別支援教育
課

取組の成果と課題 令和８年度の取組予定

・保護者を対象とした手話
講習会及び個別の相談を実
施することで、保護者の手
話に関する学習の機会を確
保しました。引き続き、保
護者を対象とした教育相談
等を実施し、保護者の手話
に関する学習の機会を確保
する必要があります。

・聾学校において、聴覚障
がいのある乳幼児及び保護
者の手話に関する学習の機
会を確保するため、教育相
談を実施します。

教育委員会
特別支援教育
課

・聴覚障がいのある０歳児
の子育てにおいて、手話が
親子関係を築く一助となる
ことから、手話に関する学
習機会を確保する必要があ
ります。

・引き続き、子ども心身発
達医療センター難聴児支援
課において、聴覚障がいの
ある０歳児とその保護者へ
の支援の一環として、手話
学習会の開催など、手話に
触れる機会を確保すること
により、その普及に努めま
す。

子ども・福祉
部

子ども心身発
達医療セン
ター

所属

・聾学校に在籍するろう児の保護者に対して、手話に関する学習の機会を確保
するため、保護者を対象とした手話講習会を38回（初級19回、中級19回）実
施するとともに、保護者からの手話の相談について支援を行いました。

令和６年度の取組実績 所属

・聾学校に在籍するろう児の保護者に対して、手話に関する学習の機会を確保
するため、保護者を対象とした手話講習会を38回（初級19回、中級19回）実
施しました。
・乳幼児の保護者への手話に関する支援として、親子活動や保護者の子どもに
対する望ましい接し方等について個別の相談を実施しました。

・子ども心身発達医療センター難聴児支援課において、聴覚障がいのある０歳
児の保護者を対象に、手話に触れる機会を確保するため、０歳児療育（つくし
んぼ）親子活動や保護者講座の中で、手話学習会を10回実施しました。

所属

・手話により、様々な学びや体験ができるよう、年齢や発達段階に応じた方法
及び内容を用いてコミュニケーション力の向上をめざし、手話の学習に取り組
みました。
・電話リレーサービスについて、サービス制度や利用方法等について保護者に
周知しました。
・聾学校においてオンラインによる授業等を実施する際には手話等の情報保障
に取り組みました。

・聾学校教職員の手話に関する知識や技術の向上を図るため、教職員向け手話
研修会を12回実施しました。

令和６年度の取組実績

基本的施策
４

　ろう児等の手話の学習等　【条例第１１条】

条例が規定する内容 令和６年度～令和８年度の取組概要 令和７年度の取組状況（11月末時点）

施策の展開
（２）

ろう児が在籍する学校での保護者へ
の手話学習の機会の確保等

【第１１条第２項】
県は、ろう児が在籍する学校において、ろう児の
保護者に対する手話に関する学習の機会を確保
し、並びに手話に関する教育に係る相談及び支援
を行うよう努めるものとする。

① 保護者に対する手話講習会等の実施
聾学校に在籍するろう児の保護者に対して、
手話に関する学習の機会を確保するため、保
護者を対象とした手話講習会を実施するとと
もに、内容の充実を図ります。また、保護者
への手話に関する相談及び支援を実施しま
す。

・聾学校に在籍するろう児の保護者に対して、手話に関する学習の機会を確保
するため、保護者を対象とした手話講習会を24回（初級12回、中級12回）実
施するとともに、保護者からの手話の相談について支援を行いました。

施策の展開
（１）

ろう児が在籍する学校での手話教育
の環境整備、教職員の手話技術の向
上

【第１１条第１項】
県は、聴覚障がいのある幼児、児童又は生徒（以
下この条において「ろう児」という。）が手話を
獲得し、手話により各教科等を学習し、及び手話
を学習することができるよう、ろう児が在籍する
学校において幼児期から手話の教育を受けること
ができる環境を整備し、当該学校の教職員の手話
に関する技術を向上させるために必要な措置を講
ずるよう努めるものとする。

① ろう児に対する手話教育の環境整備等
聾学校に在籍するろう児が、手話により、
様々な学びや体験ができるよう、自立活動の
時間における指導をはじめ、学校生活全般を
通した手話の学習、手話による情報の提供に
取り組むとともに、電話リレーサービスにつ
いて、連絡手段の一つとして利用できるよう
チラシを配布するなど、サービス制度や利用
方法等を周知します。
また、ＩＣＴ機器を活用したオンライン教材
を提供する際には、手話等の情報保障に取り
組みます。

・手話により、様々な学びや体験ができるよう、年齢や発達段階に応じた方法
及び内容を用いてコミュニケーション力の向上をめざし、手話の学習に取り組
みました。
・昨年度電話リレーサービスの制度や利用方法等について保護者に周知した結
果、今年度電話リレーサービスを利用した聾学校への連絡がありました。
・聾学校においてオンライン教材を活用する際には手話等の情報保障に取り組
んでいます。

② 教職員に対する研修の実施
聾学校において、教職員の手話に関する知識
や技術の向上を図るため、校内研修会を実施
するとともに、聾学校以外の教職員が参加で
きるよう、夏季研修会や公開講座を実施する
など、計画的な研修を実施します。

・聾学校教職員の手話に関する知識や技術の向上を図るため、教職員向け手話
研修会を10回実施しました。

条例が規定する内容 令和６年度～令和８年度の取組概要 令和７年度の取組状況（11月末時点）令和６年度の取組実績

条例が規定する内容 令和６年度～令和８年度の取組概要 令和７年度の取組状況（11月末時点）

施策の展開
（３）

聴覚障がいのある乳幼児、保護者へ
の手話学習の機会の確保

【第１１条第３項】
県は、聴覚障がいのある乳児が手話を獲得するた
めの機会を確保し、及びその保護者に対する手話
に関する学習の機会を確保するよう努めるものと
する。

① 乳幼児及び保護者を対象とした教育相談等
の実施
聾学校において、聴覚障がいのある乳幼児及
び保護者の手話に関する学習の機会を確保す
るため、乳幼児及び保護者を対象とした教育
相談を通して手話獲得の取組を進めるととも
に、保護者を対象とした手話講習会を実施し
ます。

・聾学校に在籍するろう児の保護者に対して、手話に関する学習の機会を確保
するため、保護者を対象とした手話講習会を24回（初級12回、中級12回）実
施しました。
・乳幼児の保護者への手話に関する支援として、親子活動や保護者の子どもに
対する望ましい接し方等について個別の相談を実施しました。

② 聴覚障がいのある乳児、保護者への支援等
子ども心身発達医療センター難聴児支援課に
おいて、聴覚障がいのある乳児の保護者を対
象に手話学習会を実施するなど、聴覚障がい
のある乳児とその保護者への支援の一環とし
て手話の普及に努めます。

・子ども心身発達医療センター難聴児支援課において、聴覚障がいのある０歳
児の保護者を対象に、手話に触れる機会を確保するため、０歳児療育（つくし
んぼ）親子活動や保護者講座の中で、手話学習会を6回実施しました。
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取組の成果と課題 令和８年度の取組予定

・引き続き、事業者に対し
てアウトリーチによる啓発
を行う必要があります。

・引き続き、事業者に対し
てアウトリーチによる啓発
を行います。

子ども・福祉
部

障がい福祉課

・障害福祉サービス事業所
や介護保険サービス事業所
に対して、引き続き周知を
図る必要があります。

・引き続き、合理的配慮の
実施について、周知を図り
ます 子ども・福祉

部
医療保健部

障がい福祉課
長寿介護課

・手話対応が可能な医療機
関は、令和７年11月末時点
で19機関となっています。
現状として当該情報の提示
は、医療機関の任意である
ことから、引き続き医療機
関に対して周知し、協力を
得ていく必要があります。

・引き続き、システムでの
表示項目として維持管理
し、医療機関に対して周知
を図ることで、手話対応が
可能として表示される医療
機関の増加に努めます。 医療保健部 医療政策課

・バリアフリー観光をさら
に推進するため、引き続
き、宿泊施設等に対する実
態調査、施設管理者へのア
ドバイス、「観光施設にお
ける心のバリアフリー認
定」の取得促進に取り組む
必要があります。

・引き続き、関係機関と連
携し、バリアフリー観光に
係る実態調査を行うととも
に、国の「観光施設におけ
る心のバリアフリー認定制
度」の取得促進に向けて、
バリアフリー接遇研修を実
施し、県内の観光施設、宿
泊施設に対して、聴覚障が
いのある方々とのコミュニ
ケーションのとり方等のア
ドバイスを行います。

観光部 観光振興課

・オンラインセミナーでの
周知の手法に工夫をこらす
必要があります。

・企業説明会などのイベン
トにおいて、手話通訳者が
必要との申込があった場合
には、引き続き手話通訳者
の派遣を行います。

雇用経済部
障がい者雇
用・就労促進
課

・就職面接会において、手
話通訳のサービスを提供し
たことで、企業とろう者の
マッチングにつなげること
ができました。

・令和８年度も９月から11
月に県内の障がい者就職面
接会（桑名、四日市、鈴
鹿、津、松阪、伊勢、伊賀
の７地域）を予定してお
り、手話通訳者を派遣予定
です。

雇用経済部
障がい者雇
用・就労促進
課

令和６年度の取組実績 所属

・令和６年４月からの障害者差別解消法改正に伴う事業者による合理的配慮の
提供の法的義務化について、障がい者差別解消啓発推進員を配置し、事業者に
対してアウトリーチによる啓発を行いました。
　啓発件数　126件

基本的施策
５

　事業者への支援　【条例第１２条】

条例が規定する内容 令和６年度～令和８年度の取組概要 令和７年度の取組状況

●「心のバリアフリー認定制度」普及促進の取組
 ①全県向け「心のバリアフリー認定制度」普及促進セミナー
　１回(２月：志摩市内で開催予定)
 ②「心のバリアフリー認定制度」エリア別研修会
　計２回(９／３０：松阪市内、１２／１６： いなべ市内で開催予定）
 ③バリアフリー施設調査＆アドバイス
　県内８か所で実施予定
（令和７年11月末時点で宿泊施設２か所、観光施設１か所調査済み）

⑤ 雇用の分野における手話の使用を含めた合
理的配慮の周知
労働局やハローワークと連携し、様々な機会
を通じ、雇用の分野における合理的配慮の提
供義務等について周知を図るとともに、併せ
て三重県手話言語条例や合理的配慮の一つと
しての手話の使用について周知を図ります。
また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構による助成金等、障がい者雇用に係
る事業者への支援施策について周知を図りま
す。

・９月～10月に開催した「企業説明会」に参加者向けに手話通訳者を配置し
ました。（該当者0人）
・９月に開催した「第63回技能五輪全国大会」及び「第45回全国障害者技能
競技大会」における三重県選手激励会で、聴覚障がいの選手向けに手話通訳者
を配置しました。（該当者1人）
・令和７年10月～開催した委託訓練において、委託訓練受講者（聴覚障がい
者）に対するケース会議（初回・中間）に手話通訳者を配置しました。（各２
人ずつ）

⑥ 障がい者就職面接会における手話通訳者の
派遣
県内各ハローワーク等が実施する障がい者就
職面接会において、手話通訳者　の派遣を行
います。

・県内７地域で開催された障がい者就職面接会に、手話通訳者８人を派遣しま
した。

施策の展開
（１）

事業者のろう者へのサービス提供時
やろう者雇用時における　手話の使
用に関する合理的配慮への支援

② 福祉サービス事業所等に対する周知の推進
障害福祉サービス事業所や介護保険サービス
事業所等に対して、福祉従事者研修など様々
な機会を通して、ろう者へのサービス提供時
等における、手話の使用等に関する合理的配
慮について周知を図ります。

・三重県手話言語条例や厚生労働省が公表している「障害者差別解消法福祉事
業者向けガイドライン」などを、障害福祉サービス事業所や介護保険サービス
事業所向けのホームページで紹介し、合理的配慮の提供について周知を図って
います。

・三重県手話言語条例や厚生労働省が公表している「障害者差別解消法福祉事
業者向けガイドライン」などを、障害福祉サービス事業所や介護保険サービス
事業所向けのホームページで紹介し、合理的配慮の提供について周知を図りま
した。

・手話対応が可能な医療機関は、令和７年３月31日時点で20機関となってい
ます。
・「医療ネットみえ」において、引き続き、システムでの表示項目として維持
管理し、医療機関に対して周知を図ることで、手話対応が可能として表示され
る医療機関の増加に努めました。

●「心のバリアフリー認定制度」普及促進の取組
 ①全県向け「心のバリアフリー認定制度」普及促進セミナー
　１回(２／１９：鳥羽市内で開催)
 ②「心のバリアフリー認定制度」エリア別研修会
　計２回(１２／１８：紀北町内、１／２１： 津市内で開催）
 ③バリアフリー施設調査＆アドバイス
　県内８か所で実施
（宿泊施設４か所、観光施設４か所）

●伊勢志摩バリアフリーツアーセンターのホームページ改修
　以下の条件に対応したＷｅｂサイトを３月公開
　・スマートフォンでの閲覧対応
　・地域や目的など複数の条件による検索機能の充実
　・多言語対応（英語、繁体字、簡体字等）
　・最新情報への更新が容易にできること

・ステップアップカフェ「だいだい食堂」を中心に定期的に開催しているセミ
ナー（ステップアップ大学）において、手話通訳者が必要な場合は申込時に確
認を行いました。（該当者0人）
・６月に三重労働局等と共催で開催したセミナーにおいて、独立行政法人高
齢・障害・求職者雇用支援機構から、ジョブコーチなど事業主向け障がい者雇
用支援施策を紹介しました。（セミナー参加者201人）
・９月に開催したステップアップフェア「企業説明会」に参加者向けに手話通
訳者を配置しました。（該当者0人）
・11月に開催した第62回技能五輪全国大会」及び「第44回全国障害者技能競
技大会」における三重県選手激励会で、聴覚障がいの選手向けに手話通訳者を
配置しました。（該当者1人）

・県内７地域で開催された障がい者就職面接会に、手話通訳者17人を派遣し
ました。

【第１２条】
県は、事業者がろう者に対しサービスを提供する
とき又はろう者を雇用するときにおいて、手話の
使用に関して合理的な配慮を行うための取組に対
して、必要な支援を行うよう努めるものとする。

① サービス提供時における手話の使用を含め
た合理的配慮の周知
ろう者を含む障がい者へのサービス提供時に
おける合理的配慮について、事業者（主に接
客を行う店舗、飲食店、観光業等）を対象
に、専門員が積極的にアウトリーチを行うこ
とで、啓発を図ります。併せて三重県手話言
語条例や合理的配慮の一つとしての手話の使
用について周知を行います。

・令和６年４月からの障害者差別解消法改正に伴う事業者による合理的配慮の
提供の法的義務化について、障がい者差別解消啓発推進員を配置し、事業者に
対してアウトリーチによる啓発を行っています。
　啓発件数　107件

③ 「医療ネットみえ」における手話対応可能
な医療機関の周知
医療機関検索サイト「医療ネットみえ」にお
いて、「手話による対応」ができる医療機関
を表示し、周知を図ります。

・手話対応が可能な医療機関は、令和７年11月末時点で19機関となっていま
す。
・「医療ネットみえ」において、引き続き、システムでの表示項目として維持
管理し、医療機関に対して周知を図ることで、手話対応が可能として表示され
る医療機関の増加に努めています。

④ 観光施設等における情報保障の推進
バリアフリー観光を推進するため、関係機関
と連携のうえ、バリアフリー観光に係る実態
調査を行うとともに、県内の観光施設、宿泊
施設に対して聴覚障がい者とのコミュニケー
ションのとり方等のアドバイスを行います。
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取組の成果と課題 令和８年度の取組予定

・引き続き、手話に関する
調査研究の推進及び成果の
普及に協力する必要があり
ます。

・引き続き、手話に関する
調査研究の推進及び成果の
普及に協力します。 子ども・福祉

部
障がい福祉課

［数値目標の現状］

関連
施策
番号

令和５年度（年度末）
※第３次計画策定時

◎１ 118人

◎２ １１５人

○１
◎２

６７０件

◎３ ７6．９％

○３
◎４

２，７５３人

◎５ １７３件

※１　　３月31日時点の登録者数

※２　　県の実績（記者会見等への配置を含む）＋三重県聴覚障害者支援センターの実績（遠隔手話通訳サービスを含む）

※３　　手話に触れたり、手話を学んだりしたことのある小学生・中学生・高校生の割合（県キッズ・モニターアンケート）

※４　　令和８年度目標は平成29年度～令和８年度の累計

所属

・ろう者や手話通訳者等の関係団体、県関係各課等が行う手話に関する調査研
究の推進及び成果の普及に協力しました。

令和６年度

１３４人

116人

659件

７３．２％

３，１２３人

１２６件

令和７年度（11月末時点）

132人

120人

477件

６８．８％

3，３９５人

107件

令和８年度（年度末）

① 手話に関する調査研究への協力
一般社団法人全国手話通訳問題研究会が行う
手話通訳者の雇用環境に関する実態調査な
ど、ろう者や手話通訳者等の関係団体が行う
手話に関する調査研究の推進及び成果の普及
に協力します。

基本的施策
６

　手話に関する調査研究の推進　【条例第１３条】

条例が規定する内容 令和６年度～令和８年度の取組概要 令和７年度の取組状況

施策の展開
（１）

ろう者及び手話通訳者等が行う手話
に関する調査研究の推進等

【第１３条】
県は、ろう者及び手話通訳者等が手話の発展に資
するために行う手話に関する調査研究の推進及び
その成果の普及に協力するものとする。

令和６年度の取組実績

事業者を対象とした、サービス提供時における
手話の使用を含めた合理的配慮の周知件数

登録手話通訳者数（県）※１

手話通訳者の派遣件数（県） ※２

聴覚障がい者災害支援サポーター登録者数

手話に触れたことのある子どもの割合
※３

聾学校における保護者向け講習会の参加者
数 （累計） ※４

８０％

１５０人

１３５人

９００件

１００件

３，９００人

項目
令和８年度末
（計画目標）

・手話通訳者の雇用環境に関する実態調査など、今後依頼があった場合は、手
話に関する調査研究の推進及び成果の普及に協力します。
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